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平成２９年第５回常陸太田市議会定例会会議録 

 

平成２９年１２月１４日（木） 

            ─────────────────── 

議 事 日 程（第５号） 

平成２９年１２月１４日午前１０時開議 

 日程第 １ 委員長報告 議案第６６号ないし議案第７４号 

             請願第２号 

 日程第 ２ 議案第７５号 常陸太田市職員の給与に関する条例及び常陸太田市特別職の職員 

              で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について 

 日程第 ３ 議案第７６号 平成２９年度常陸太田市一般会計補正予算（第６号）について 

       議案第７７号 平成２９年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

              について 

       議案第７８号 平成２９年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３ 

              号）について 

       議案第７９号 平成２９年度常陸太田市介護保険特別会計補正予算（第２号）に 

              ついて 

       議案第８０号 平成２９年度常陸太田市下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

              について 

       議案第８１号 平成２９年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 

              ２号）について 

       議案第８２号 平成２９年度常陸太田市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

              について 

 日程第 ４ 議案第８３号 常陸太田市及び一部事務組合公平委員会委員の選任について 

 日程第 ５ 議案第８４号 常陸太田市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 日程第 ６ 議案第８５号 人権擁護委員候補者の推薦につき同意を求めることについて 

       議案第８６号 人権擁護委員候補者の推薦につき同意を求めることについて 

       議案第８７号 人権擁護委員候補者の推薦につき同意を求めることについて 

       議案第８８号 人権擁護委員候補者の推薦につき同意を求めることについて 

 日程第 ７ 議員提案第４号 常陸太田市議会基本条例の一部改正について 

 日程第 ８ 議員提案第５号 常陸太田市議会委員会条例の一部改正について 

 日程第 ９ 議員派遣について 

 追 加 日 程  議員提案第６号 「協同労働の協同組合法（仮称）」の早期制定を求める意見書 

               の提出について 

            ─────────────────── 

本日の会議に付した事件 
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 日程第 １ 委員長報告（採決） 

 日程第 ２ 議案第７５号（提案理由説明・質疑・採決） 

 日程第 ３ 議案第７６号ないし議案第８２号（提案理由説明・採決） 

 日程第 ４ 議案第８３号（提案理由説明・採決） 

 日程第 ５ 議案第８４号（提案理由説明・採決） 

 日程第 ６ 議案第８５号ないし議案第８８号（提案理由説明・採決） 

 日程第 ７ 議員提案第４号（提案理由説明・採決） 

 日程第 ８ 議員提案第５号（提案理由説明・採決） 

 日程第 ９ 議員派遣（採決） 

 追 加 日 程 議員提案第６号（提案理由説明・採決） 

            ─────────────────── 
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       大久保 太 一 市    長    宮 田 達 夫 副 市 長 
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       宇 野 智 明 事 務 局 長    鴨志田 智 宏 議 事 係 長 



 １１１ 

       小 林 博 則 総 務 係 長 

            ─────────────────── 

午前１０時開議 

○益子慎哉議長 おはようございます。 

 ご報告いたします。 

 ただいま出席議員は２０名であります。よって，定足数に達しております。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 本日の議事日程は，お手元に配付しました議事日程表のとおりといたします。 

            ─────────────────── 

 日程第１ 委員長報告 

○益子慎哉議長 日程第１，委員長報告を行います。 

 議案第６６号から議案第７４号まで，並びに請願第２号，以上１０件を一括議題として，各常

任委員会の審査の経過並びに結果について，各常任委員長の報告を求めます。 

 総務委員長，高星勝幸議員の報告を求めます。１２番高星勝幸議員。 

〔総務委員長 高星勝幸議員 登壇〕 

○総務委員長（高星勝幸議員） 皆さん，おはようございます。総務委員会の審査の結果につい

て，お手元に配付してあります報告書の朗読をもって報告させていただきます。 

 平成２９年第５回常陸太田市議会定例会において本委員会に付託された事件について，審査の

結果を常陸太田市議会会議規則第１１０条の規定によりご報告をいたします。 

 事件番号，件名，審査結果の順にご報告をいたします。 

 議案第６６号常陸太田市個人情報保護条例の一部改正について，原案可決すべきものと決定。 

 議案第７１号字の区域の変更について，原案可決すべきものと決定。 

 議案第７２号平成２９年度常陸太田市一般会計補正予算（第５号）について，原案可決すべき

ものと決定。 

 以上，ご報告いたします。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 

○益子慎哉議長 次，文教民生委員長，深谷渉議員の報告を求めます。７番深谷渉議員。 

〔文教民生委員長 深谷渉議員 登壇〕 

○文教民生委員長（深谷渉議員） 文教民生委員会の審査の結果について，お手元に配付してあ

ります報告書の朗読をもって報告させていただきます。 

 平成２９年第５回常陸太田市議会定例会において本委員会に付託された事件について，審査の

結果を常陸太田市議会会議規則第１１０条の規定によりご報告いたします。 

 事件番号，件名，審査の結果の順にご報告いたします。 

 議案第６７号常陸太田市認定こども園の設置及び管理に関する条例の一部改正について，原案

可決すべきものと決定。 

 議案第６８号常陸太田市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部改正について，原案可決



 １１２ 

すべきものと決定。 

 議案第６９号常陸太田市公の施設に係る指定管理者の指定について，原案可決すべきものと決

定。 

 議案第７０号常陸太田市公の施設に係る指定管理者の指定について，原案可決すべきものと決

定。 

 議案第７３号平成２９年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について，原

案可決すべきものと決定。 

 議案第７４号平成２９年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について，

原案可決すべきものと決定。 

 以上，ご報告いたします。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 

○益子慎哉議長 次，産業建設委員長，木村郁郎議員の報告を求めます。６番木村郁郎議員。 

〔産業建設委員長 木村郁郎議員 登壇〕 

○産業建設委員長（木村郁郎議員） 産業建設委員会の審査の結果について，お手元に配付して

あります報告書の朗読をもって報告させていただきます。 

 平成２９年第５回常陸太田市議会定例会において本委員会に付託された事件について，審査の

結果を常陸太田市議会会議規則第１１０条及び第１４３条の規定によりご報告いたします。 

 事件番号，件名，審査結果の順にご報告いたします。 

 請願第２号「協同労働の協同組合法（仮称）」の早期制定を求める請願，採択すべきものと決

定。 

 以上，ご報告いたします。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 以上で委員長報告は終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○益子慎哉議長 質疑なしと認めます。以上で質疑を終結いたします。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 これより討論を行います。 

 討論の通告がありませんので，これにて討論を終結いたします。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第６６号常陸太田市個人情報保護条例の一部改正について，議案第６７号常陸太田市認定

こども園の設置及び管理に関する条例の一部改正について，議案第６８号常陸太田市廃棄物の処

理及び再利用に関する条例の一部改正について，議案第６９号常陸太田市公の施設に係る指定管

理者の指定について，議案第７０号常陸太田市公の施設に係る指定管理者の指定について，議案

第７１号字の区域の変更について，議案第７２号平成２９年度常陸太田市一般会計補正予算（第
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５号）について，議案第７３号平成２９年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

について，議案第７４号平成２９年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）に

ついて，以上９件については，委員長報告のとおり，原案可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○益子慎哉議長 ご異議なしと認めます。よって，議案第６６号から議案第７４号まで，以上９

件については原案可決することに決しました。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 請願第２号「協同労働の協同組合法（仮称）」の早期制定を求める請願については，委員長報

告のとおり，採択することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○益子慎哉議長 ご異議なしと認めます。よって，請願第２号については採択することに決しま

した。 

            ─────────────────── 

 日程第２ 議案第７５号 

○益子慎哉議長 次，日程第２，議案第７５号常陸太田市職員の給与に関する条例及び常陸太田

市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正についてを議題といたしま

す。 

 提案理由の説明を求めます。副市長。 

〔宮田達夫副市長 登壇〕 

○宮田達夫副市長 提案者にかわりましてご説明申し上げます。 

 議案書の１ページをお開き願います。議案第７５号は，常陸太田市職員の給与に関する条例及

び常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正についてでござ

います。 

 提案理由でございますが，職員給与について，人事院勧告に準じた措置を講ずるため，関連条

例の一部改正を行うものでございます。改正内容は，議案書の２ページから１３ぺージまで多岐

にわたりますことから，本日お配りいたしました資料によりご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，議案第７５号資料，常陸太田市職員の給与に関する条例及び常陸太田市特別

職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正についてをごらん願います。１に

ございますように，民間給与との較差等に基づく給与改定でございます。 

 まず，（１）一般職ですが，①給料表につきましては，平均0.２％，５９２円引き上げるもの

でございます。 

 なお，米印にございますように，若年層に配慮し，初任給は1,０００円の引き上げといたしま

す。また，その他の給料表（消防職及び医療職）につきましても同様の扱いと致します。 

 次に，②期末・勤勉手当でございますが，現行年間4.３０月分のところを0.１０月分引上げ，
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4.４０月分に改正するものでございます。 

 なお，引き上げ分は，勤務実績に応じた給与を推進するため，勤勉手当に配分することとし，

表にございますとおり，平成２９年度は１２月勤勉手当に配分し，平成３０年度以降は６月と１

２月に平準化して配分することと致します。 

 また，表の下段米印でございますが，再任用職員につきましては0.０５月分引き上げ，勤勉手

当に配分致します。 

 ③実施時期でございますが，平成２９年４月１日に遡及して実施いたします。 

 次に，（２）特別職でございます。 

 ①期末手当でございますが，現行年間3.２５月分のところを0.０５月分引き上げ，3.３０月分

に改正するものでございます。 

 なお，表にございますとおり，平成２９年度は１２月期末手当に配分し，平成３０年度以降は

６月と１２月に平準化して配分することといたします。 

 ②実施時期でございますが，平成２９年１２月１日に遡及して実施いたします。 

 続きまして２，給与制度の改正についてでございます。 

 ①減額支給措置の廃止でございますが，これまで５５歳を超える職員の俸給等を1.５％の減額

支給措置しておりましたが，今回これを廃止いたします。これは平成２２年から当面の措置とし

て実施されてまいりましたが，今回の人事院勧告で民間との格差が解消されたとの判断から廃し

されたものでございます。 

 ②廃止時期でございますが，平成３０年３月３１日で廃止といたします。 

 追加議案に係る私からの説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。通告がありますので発言を許します。 

 ２０番宇野隆子議員の発言を許します。２０番宇野隆子議員。 

〔２０番 宇野隆子議員 質問者席へ〕 

○２０番（宇野隆子議員） おはようございます。日本共産党の宇野隆子です。通告に基づいて，

議案第７５号常陸太田市職員の給与に関する条例及び常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給

与及び旅費に関する条例の一部改正についての質疑を行います。 

 まず２ページ，第１条について２点通告しておりましたけれども，１点目の一般職の給与の平

均改定率及び平均改定額については，先ほど改定率が 0.２％，平均改定額５９２円ということで

ご説明をいただきましたので，これについては答弁は結構です。 

 ２点目の１人当たりの改定額の範囲について伺いたいと思います。これも資料によりますと、

若年層に配慮し，１級の初任給 1,０００円引き上げということで、1,０００円が一番高くなると

思いますけれども、幾らから幾らになるのか，この範囲について伺いたいと思います。 

 次に１２ページ，第２条について伺います。これにつきましても資料に基づいて質疑を行いた

いと思います。 
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 下段にあります２，給料制度の改正についてです。ここにありますように，５５歳を超える職

員，条文では「特定減額職員」とありますけれども，この給与等の 1.５％減額支給措置の廃止に

ついて２点伺います。 

 １点目は，減額支給措置ですけれども，６級相当以上ということで，常陸太田市においては６

級と７級がこの措置対象になるかと思いますけれども，この職員数について伺いたいと思います。

２点目は，この減額支給措置，廃止になった場合の１人当たりの額について伺いたいと思います。 

 次に，今回の給与等の一部改正は，一般職，特別職，議員が対象になりますけれども，この改

正による総額について伺いたいと思います。 

○益子慎哉議長 答弁を求めます。総務部長。 

○加瀬智明総務部長 ただいまのご質問に順次お答えをさせていただきます。 

 初めに，１人当たりの改定額の範囲でございますが，４００円が下限額でございます。若年層

につきましては，資料にありますとおり 1,０００円を上限額としてございます。 

 次に，５５歳を超える職員で減額措置の対象職員の数でございます。次長級と部長級の職員の

うち１６名が該当となります。 

 次に，減額支給措置が廃止となった場合，１人当たりの額でございますが，月額平均で 6,２３

８円が回復をするということになります。 

 最後に，今回給与等の一部改正による総額でございます。一般職，特別職及び市議会議員分全

て合わせますと 2,９６８万２１０円となります。 

 以上でございます。 

○益子慎哉議長 宇野議員。 

○２０番（宇野隆子議員） 一般職の給与改定ですけれども，平均改定率が 0.２％，平均改定額

５９２円ということでご答弁をいただきました。今回の人事院勧告に準じた措置を講ずることに

伴って，本市職員の給与等は不十分ながらも引き上げることになる条例の一部改正ですので賛成

いたします。 

 要望として，市職員の皆さんには，来年も市民の暮らし，福祉の充実等のためにさらに頑張っ

ていただきたい，このことをお願い申し上げまして質疑を終わります。 

○益子慎哉議長 以上で質疑を終結いたします。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第７５号については，会議規則第３７条第３項の規定によ

り，委員会の付託を省略したいと思いますが，これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議なしと認めます。よって，議案第７５号については，委員会の付託を省略することに決

しました。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 これより討論を行います。 
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 討論の通告がありませんので，これにて討論を終結いたします。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第７５号常陸太田市職員の給与に関する条例及び常陸太田市特別職の職員で常勤のものの

給与及び旅費に関する条例の一部改正については，原案可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○益子慎哉議長 ご異議なしと認めます。よって，議案第７５号については原案可決することに

決しました。 

            ─────────────────── 

 日程第３ 議案第７６号ないし議案第８２号 

○益子慎哉議長 次，日程第３，議案第７６号平成２９年度常陸太田市一般会計補正予算（第６

号）について，議案第７７号平成２９年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

について，議案第７８号平成２９年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）に

ついて，議案第７９号平成２９年度常陸太田市介護保険特別会計補正予算（第２号）について，

議案第８０号平成２９年度常陸太田市下水道事業特別会計補正予算（第２号）について，議案第

８１号平成２９年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）について，議案第

８２号平成２９年度常陸太田市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）について，以上７件を

一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。副市長。 

〔宮田達夫副市長 登壇〕 

○宮田達夫副市長 提案者にかわりましてご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，別冊横長の平成２９年第５回常陸太田市議会定例会追加議案補正予算書をご

らん願います。 

 議案第７６号から議案第８２号までの補正予算関係議案の７件でございますが，主に人事院勧

告に伴う人件費の予算措置でございます。一般会計を除きます議案第７７号から議案第８２号の

各特別会計の補正予算関係議案６件につきましては，歳入におきまして一般会計からの繰入金を

補正財源として追加し，歳出におきましては，人事院勧告による職員の給与改定に伴う所要額を

追加するものでございます。 

 いずれの議案も同様の内容でございますので，款項目の説明は省略させていただき，補正額並

びに補正後の総額につきましてご説明を申し上げます。 

 １枚おめくり願います。議案第７６号は，平成２９年度常陸太田市一般会計補正予算（第６号）

でございます。 

 １ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額にそれぞれ 1,９９４万 5,０００円

を追加し，総額を２３８億 1,２４０万円とするものでございます。 

 補正内容につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。 
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 恐れ入りますが，７ページをお開き願います。歳入でございます。 

 １９款繰越金の補正につきましては，今回の補正財源といたしまして 1,９９４万 5,０００円を

追加するものでございます。 

 ８ページをお開き願います。歳出でございます。 

 ２段目の２款１項１目一般管理費でございますが，３節職員手当等の説明の欄２段目の時間外

勤務手当２２４万 5,０００円の補正につきましては，自動運転サービス実証実験その他臨時的な

業務の実施に伴い，予算額に不足を生じる見込みとなったため，所要の額を追加するものでござ

います。 

 恐れ入りますが，１２ページをお開き願います。 

 ２段目の７款２項１目道路橋りょう総務費でございますが，３節職員手当等の説明の欄上段の

時間外勤務手当２７０万円の補正につきましては，台風２１号による被災箇所の復旧に向けた関

係機関との連絡調整等及び（仮称）市道０１３９号線事業採択に向けた県や国との調整等の業務

の実施に伴い，予算額に不足を生じる見込みとなったため，所要の額を追加するものでございま

す。 

 その他，各款の補正につきましては，人事院勧告による職員の給与改定に伴いまして所要額の

措置を行うものでございます。 

 議案第７６号は以上でございます。 

 続きまして，議案第７７号は，平成２９年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）でございます。 

 １ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額にそれぞれ２８万 5,０００円を追

加し，総額を７０億 3,８２２万 5,０００円とするものでございます。 

 続きまして，議案第７８号は，平成２９年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

３号）でございます。 

 １ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額にそれぞれ７万 2,０００円を追加

し，総額を６億 5,０８７万 9,０００円とするものでございます。 

 続きまして，議案第７９号は，平成２９年度常陸太田市介護保険特別会計補正予算（第２号）

でございます。 

 １ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額にそれぞれ４２万円を追加し，総

額を６０億 5,８８９万 1,０００円とするものでございます。 

 続きまして，議案第８０号は，平成２９年度常陸太田市下水道事業特別会計補正予算（第２号）

でございます。 

 １ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額にそれぞれ３０万 7,０００円を追

加し，総額を１２億 5,４４４万 5,０００円とするものでございます。 

 続きまして，議案第８１号は，平成２９年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第

２号）でございます。 

 １ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額にそれぞれ７万 8,０００円を追加
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し，総額を３億 4,０２２万 9,０００円とするものでございます。 

 続きまして，議案第８２号は，平成２９年度常陸太田市簡易水道事業特別会計補正予算（第２

号）でございます。 

 １ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額にそれぞれ２２万 2,０００円を追

加し，総額を３億 1,３７７万 7,０００円とするものでございます。 

 補正予算の追加議案に係る私からの説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○益子慎哉議長 質疑なしと認めます。以上で質疑を終結いたします。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第７６号から議案第８２号まで，以上７件については，会

議規則第３７条第３項の規定により，委員会の付託を省略したいと思いますが，これにご異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○益子慎哉議長 ご異議なしと認めます。よって，議案第７６号から議案第８２号まで，以上７

件については委員会の付託を省略することに決しました。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 これより討論を行います。 

 討論の通告がありませんので，これにて討論を終結いたします。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第７６号平成２９年度常陸太田市一般会計補正予算（第６号）について，議案第７７号平

成２９年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について，議案第７８号平成２

９年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）について，議案第７９号平成２９

年度常陸太田市介護保険特別会計補正予算（第２号）について，議案第８０号平成２９年度常陸

太田市下水道事業特別会計補正予算（第２号）について，議案第８１号平成２９年度常陸太田市

農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）について，議案第８２号平成２９年度常陸太田市

簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）について，以上７件については，原案可決することに

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○益子慎哉議長 ご異議なしと認めます。よって，議案第７６号から議案第８２号まで，以上７
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件については原案可決することに決しました。 

            ─────────────────── 

 日程第４ 議案第８３号 

○益子慎哉議長 次，日程第４，議案第８３号常陸太田市及び一部事務組合公平委員会委員の選

任についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。市長。 

〔大久保太一市長 登壇〕 

○大久保太一市長 常陸太田市及び一部事務組合公平委員会委員の選任につきまして，ご提案を

申し上げます。 

 恐れ入りますが，人事案件議案書の１ページをお開き願います。 

 議案第８３号常陸太田市及び一部事務組合公平委員会委員の選任についてでございます。常陸

太田市及び一部事務組合公平委員会委員の川崎喜包氏が急遽お亡くなりになりましたので，その

後任委員といたしまして，新たに菊池拓夫氏を選任いたしたく，議会の同意をお願いするもので

ございます。 

 なお，菊池氏の略歴につきましては，２ページに概要をお示ししてございますのでご参照いた

だきたいと存じます。 

 議員各位のご同意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○益子慎哉議長 質疑なしと認めます。以上で質疑を終結いたします。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 これより討論を行います。 

 討論の通告がありませんので，これにて討論を終結いたします。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第８３号常陸太田市及び一部事務組合公平委員会委員の選任については，原案同意するこ

とにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○益子慎哉議長 ご異議なしと認めます。よって，議案第８３号については原案同意することに

決しました。 

            ─────────────────── 

 日程第５ 議案第８４号 

○益子慎哉議長 次，日程第５，議案第８４号常陸太田市固定資産評価審査委員会委員の選任に
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ついてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。市長。 

〔大久保太一市長 登壇〕 

○大久保太一市長 常陸太田市固定資産評価審査委員会委員の選任につきまして，ご提案を申し

上げます。 

 恐れ入りますが，人事案件議案書の３ページをお開き願います。 

 議案第８４号常陸太田市固定資産評価審査委員会委員の選任についてでございます。常陸太田

市固定資産評価審査委員会委員の大谷利行氏が，平成３０年１月６日をもちまして任期満了とな

りますので，その後任委員といたしまして，新たに斉藤広美氏を選任いたしたく，議会の同意を

お願いするものでございます。 

 なお，略歴につきましては４ページに概要をお示ししてございますので，ご参照いただきたい

と存じます。 

 議員各位のご同意を賜りますようよろしくお願いいたします。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○益子慎哉議長 質疑なしと認めます。以上で質疑を終結いたします。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 これより討論を行います。 

 討論の通告がありませんので，これにて討論を終結いたします。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第８４号常陸太田市固定資産評価審査委員会委員の選任については，原案同意することに

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○益子慎哉議長 ご異議なしと認めます。よって，議案第８４号については原案同意することに

決しました。 

            ─────────────────── 

 日程第６ 議案第８５号ないし議案第８８号 

○益子慎哉議長 次，日程第６，議案第８５号から議案第８８号まで，以上４件，人権擁護委員

候補者の推薦につき同意を求めることについてを一括して議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。市長。 

〔大久保太一市長 登壇〕 

○大久保太一市長 人権擁護委員候補者の推薦につき同意を求めることにつきまして，一括して
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ご提案申し上げます。 

 恐れ入りますが，人事案件議案書の５ページをお開き願います。 

 初めに，議案第８５号人権擁護委員候補者の推薦につき同意を求めることについてでございま

す。 

 人権擁護委員の生天目操氏が，平成３０年３月３１日をもちまして任期満了となりますので，

その後任委員の候補者といたしまして，引き続き生天目操氏を推薦いたしたく，議会の同意をお

願いするものでございます。 

 なお，略歴につきましては６ページに概要をお示ししてございますので，ご参照いただきたい

と思います。 

 続きまして，７ページをお開き願います。議案第８６号人権擁護委員候補者の推薦につき同意

を求めることについてでございます。 

 人権擁護委員の宇野保雄氏が，平成３０年３月３１日をもちまして任期満了となりますので，

その後任委員の候補者といたしまして，引き続き宇野保雄氏を推薦いたしたく，議会の同意をお

願いするものでございます。 

 なお，略歴につきましては８ページに概要をお示ししてございますので，ご参照いただきたい

と存じます。 

 続きまして，９ページをお開き願います。議案第８７号人権擁護委員候補者の推薦につき同意

を求めることについてでございます。 

 人権擁護委員の村田規氏が，平成３０年３月３１日をもちまして任期満了となりますので，そ

の後任委員の候補者といたしまして，新たに涌井トシ子氏を推薦いたしたく，議会の同意をお願

いするものでございます。 

 なお，涌井氏の略歴につきましては１０ページに概要をお示ししてございますので，ご参照い

ただきたいと存じます。 

 続きまして，１１ページをお開き願います。議案第８８号人権擁護委員候補者の推薦につき同

意を求めることについてでございます。 

 人権擁護委員の井野宮よう子氏が，平成３０年３月３１日をもちまして任期満了となりますの

で，その後任委員の候補者といたしまして，新たに古川正美氏を推薦いたしたく，議会の同意を

お願いするものでございます。 

 なお，古川氏の略歴につきましては１２ページに概要をお示ししてございますので，ご参照い

ただきたいと存じます。 

 議員各位のご同意を賜りますようよろしくお願いいたします。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○益子慎哉議長 質疑なしと認めます。以上で質疑を終結いたします。 
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            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 これより討論を行います。 

 討論の通告がありませんので，これにて討論を終結いたします。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第８５号人権擁護委員候補者の推薦につき同意を求めることについては，原案同意するこ

とにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○益子慎哉議長 ご異議なしと認めます。よって，議案第８５号については原案同意することに

決しました。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第８６号人権擁護委員候補者の推薦につき同意を求めることについては，原案同意するこ

とにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○益子慎哉議長 ご異議なしと認めます。よって，議案第８６号については原案同意することに

決しました。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第８７号人権擁護委員候補者の推薦につき同意を求めることについては，原案同意するこ

とにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○益子慎哉議長 ご異議なしと認めます。よって，議案第８７号については原案同意することに

決しました。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第８８号人権擁護委員候補者の推薦につき同意を求めることについては，原案同意するこ

とにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○益子慎哉議長 ご異議なしと認めます。よって，議案第８８号については原案同意することに

決しました。 

            ─────────────────── 



 １２３ 

 日程第７ 議員提案第４号 

○益子慎哉議長 次，日程第７，議員提案第４号常陸太田市議会基本条例の一部改正についてを

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。１１番深谷秀峰議員。 

〔１１番 深谷秀峰議員 登壇〕 

○１１番（深谷秀峰議員） 議員提案第４号について，お手元に配付されました文書の朗読をも

ってご提案申し上げます。 

 議員提案第４号常陸太田市議会基本条例の一部改正について，常陸太田市議会基本条例の一部

を改正する条例を次のように制定するものとする。平成２９年１２月１４日提出。提出者，常陸

太田市議会議員深谷秀峰。賛成者，同じく深谷渉，髙木将，後藤守，茅根猛，高星勝幸，菊池伸

也，平山晶邦，木村郁郎，藤田謙二。 

 提案理由でございますが，東日本大震災の被災地としての経験，教訓を踏まえ，大規模災害時

において，被災市民の救済と災害復旧のために，非常事態に即応した議会の活動方針を規定し，

並びに新たに生ずる市政の課題等に適切かつ迅速に対応し，不断の議会改革に継続して取り組む

ため，本条例の一部改正を行うものでございます。 

 次のページに参りまして，常陸太田市議会基本条例の一部を改正する条例，常陸太田市議会基

本条例（平成２４年常陸太田市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

 詳細につきましては，次の新旧対照表でご説明いたします。 

 まず，新旧対照表の１枚目をごらんください。左側改正案のほうですが，第３章として，災害

対応の部分を追加しております。また，対応する条例としまして，１枚目下段から２枚目上段に

ありますように，第７条，災害時における議会の活動及び第８条，災害時における議員の活動を

追加規定してございます。 

 それから，１枚目に戻っていただきまして，左側改正案の下から２つ目の部分でございますが，

第２条，議会の活動原則に，第６号として議会改革に継続して取り組むことを追加規定しており

ます。 

 それから，２枚目になりますが，左側中ほどにあります第９条，市民参加及び市民との連携に，

第６項として市民にかかわる陳情については関係常任委員会で調査検討を行うことを追加規定し

ております。 

 それから，その下の第１０条，議会報告会に，第２項として議会報告会とは別に意見交換会を

行うことを追加規定してございます。 

 なお，第１１条以下については，条の追加に伴う繰り下げとなっております。 

 附則でございますが，この条例は公布の日から施行するものでございます。 

 以上ご提案申し上げます。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○益子慎哉議長 質疑なしと認めます。以上で質疑を終結いたします。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議員提案第４号については，会議規則第３７条第３項の規定に

より，委員会の付託を省略したいと思いますが，これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○益子慎哉議長 ご異議なしと認めます。よって，議員提案第４号については委員会の付託を省

略することに決しました。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 これより討論を行います。 

 討論の通告がありませんので，これにて討論を終結いたします。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議員提案第４号常陸太田市議会基本条例の一部改正については，原案可決することにご異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○益子慎哉議長 ご異議なしと認めます。よって，議員提案第４号については原案可決すること

に決しました。 

            ─────────────────── 

 日程第８ 議員提案第５号 

○益子慎哉議長 次，日程第８，議員提案第５号常陸太田市議会委員会条例の一部改正について

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。５番藤田謙二議員。 

〔５番 藤田謙二議員 登壇〕 

○５番（藤田謙二議員） 議長よりお許しをいただきましたので，議員提案第５号について，お

手元に配付されました文書の朗読をもってご提案申し上げます。 

 議員提案第５号常陸太田市議会委員会条例の一部改正について，常陸太田市議会委員会条例の

一部を改正する条例を次のように制定するものとする。平成２９年１２月１４日提出。提出者，

常陸太田市議会議員藤田謙二。賛成者，同じく菊池伸也，髙木将，福地正文，茅根猛，高星勝幸，

深谷渉，木村郁郎。 

 提案理由でございますが，常陸太田市議会議員の定数の改正に伴い，常任委員会及び議会運営

委員会の委員の定数を見直すため，本条例の一部改正を行うものでございます。 

 次のページに参りまして，常陸太田市議会委員会条例の一部を改正する条例，常陸太田市議会

委員会条例（平成３年常陸太田市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 
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 詳細につきましては，次のページの新旧対照表でご説明いたします。 

 第２条の総務委員会並びに文教民生委員会の委員の定数を，現在の７人からそれぞれ１人ずつ

減らし６人へ改正し，また，第４条の議会運営委員会の委員の定数を８人から１人減らし７人へ

改正するものです。 

 前のページに戻りまして，附則といたしまして，この条例は公布の日から施行し，公布の日以

降執行される一般選挙後，初めて招集される市議会から適用するものでございます。 

 以上ご提案いたします。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○益子慎哉議長 質疑なしと認めます。以上で質疑を終結いたします。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議員提案第５号については，会議規則第３７条第３項の規定に

より，委員会の付託を省略したいと思いますが，これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○益子慎哉議長 ご異議なしと認めます。よって，議員提案第５号については委員会の付託を省

略することに決しました。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 これより討論を行います。 

 討論の通告がありませんので，これにて討論を終結いたします。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議員提案第５号常陸太田市議会委員会条例の一部改正については，原案可決することにご異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○益子慎哉議長 ご異議なしと認めます。よって，議員提案第５号については原案可決すること

に決しました。 

            ─────────────────── 

 日程第９ 議員派遣について 

○益子慎哉議長 次，日程第９，お手元に配付してあります議員派遣についてを議題といたしま

す。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 これより質疑を行います。質疑はありませんか。 



 １２６ 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○益子慎哉議長 質疑なしと認めます。以上で質疑を終結いたします。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 これより討論を行います。 

 討論の通告がありませんので，これにて討論を終結いたします。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議員派遣については，「地方自治法」第１００条第１３項及び会議規則第１６７条の規定によ

り，お手元に配付してありますとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○益子慎哉議長 ご異議なしと認めます。よって，議員派遣については，お手元に配付してあり

ますとおり決しました。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 お諮りいたします。 

 ただいま議員提案第６号「協同労働の協同組合法（仮称）」の早期制定を求める意見書の提出

についてが提出されました。これを日程に追加し，議題とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○益子慎哉議長 ご異議なしと認めます。よって，議員提案第６号を日程に追加し，議題といた

します。 

            ─────────────────── 

 追加日程 議員提案第６号 

○益子慎哉議長 議案を配付いたします。 

〔事務局議案を配付〕 

○益子慎哉議長 配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○益子慎哉議長 配付漏れなしと認めます。 

 提案理由の説明を求めます。６番木村郁郎議員。 

〔６番 木村郁郎議員 登壇〕 

○６番（木村郁郎議員） お許しをいただきましたので，お手元の議員提案第６号について，文

書の朗読をもってご提案申し上げます。 

 議員提案第６号「協同労働の協同組合法（仮称）」の早期制定を求める意見書の提出について，

上記について別紙のとおり決議し，「地方自治法」第９９条の規定により，関係行政庁に意見書

を提出するものとする。平成２９年１２月１４日提出。提出者，常陸太田市議会議員木村郁郎。

賛成者，同じく菊池伸也，黒沢義久，成井小太郎，平山晶邦，菊池勝美。 

 提案理由でございます。国会及び政府においては，誰もが働くことを通して安心と豊かさを実
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感できる地域社会の形成に貢献できるようにするとともに，さまざまな人々が社会に参加する道

を開く制度として早期に制定されるよう，意見書をもって強く要望するものでございます。 

 次のページに参りまして，「協同労働の協同組合法（仮称）」の早期制定を求める意見書（案）。 

 今日，地域のさまざまな問題を解決するには，行政だけではなく住民の力が必要とされ，特定

非営利活動法人（ＮＰＯ法人）や，ボランティア団体，協同組合，自治会などさまざまな非営利

団体が，住みよい地域社会の実現を目指して活動をしている。 

 これらの１つである「協同労働の協同組合」は，そこで働く者全てが協同で出資，経営し，働

く形であり，若者や高齢者，障害者なども多く参加し，働くことを通じて「人と人とのつながり

を取り戻し，地域の再生を目指す」多様な働き方の１つとして期待されている。 

 「協同労働の協同組合法（仮称）」の制定は，地域住民の協同による主体的な仕事おこしを通

じて持続可能な地域づくりに貢献することができ，また，誰もが自発的な就労機会を創出するこ

とで社会統合への貢献ができるものと考える。 

 よって，国会及び政府においては，社会の実情を踏まえ，就労の創出，地域の再生，少子・高

齢化社会に対応する有力な制度として，「協同労働の協同組合法（仮称）」の早期制定を強く求

める。 

 以上，地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。平成２９年１２月１４日，

常陸太田市議会。 

 提出先は，衆議院議長，参議院議長，内閣総理大臣，総務大臣，厚生労働大臣，経済産業大臣

宛となります。 

 以上ご提案申し上げます。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○益子慎哉議長 質疑なしと認めます。以上で質疑を終結いたします。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議員提案第６号については，会議規則第３７条第３項の規定に

より，委員会の付託を省略したいと思いますが，これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○益子慎哉議長 ご異議なしと認めます。よって，議員提案第６号については委員会の付託を省

略することに決しました。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 これより討論を行います。 

 討論の通告がありませんので，これにて討論を終結いたします。 

            ─────────────────── 
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○益子慎哉議長 採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議員提案第６号「協同労働の協同組合法（仮称）」の早期制定を求める意見書の提出について

は，原案可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○益子慎哉議長 ご異議なしと認めます。よって，議員提案第６号については原案可決すること

に決しました。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 以上をもって今期定例会の議事は全て議了いたしました。 

 閉会に先立ち，市長のご挨拶を願います。市長。 

〔大久保太一市長 登壇〕 

○大久保太一市長 平成２９年第５回市議会定例会の閉会に当たりまして，一言ご挨拶を申し上

げます。 

 今期定例会では，専決処分の報告，条例の一部改正，公の施設の指定管理者の指定，平成２９

年度各会計の補正予算並びに人事案件など，合わせまして２４件につきましてご審議をいただき

ました。全ての案件につきまして，原案のとおり承認，可決，ご同意を賜りまして，まことにあ

りがとうございました。また，常任委員会におきましては，３日間にわたり熱心にご審議をいた

だきまして，重ねて感謝を申し上げます。審議の過程でいただきましたご意見，ご要望，ご提言

につきましては，それぞれの趣旨を十分に配慮してまいりたいと存じます。 

 本年も残すところあとわずかとなり，これから寒さが厳しくなってまいります。議員各位にお

かれましてはご自愛をいただきまして，幸多き新年を迎えられますことを心からお祈り申し上げ

ますとともに，市政の進展への取り組みになお一層のご理解，ご協力を賜りますようお願い申し

上げまして，閉会の挨拶といたします。ありがとうございました。 

○益子慎哉議長 今期定例会は，１２月１日から本日まで１４日間，議員各位においては，本会

議，委員会を通し慎重にご審議を賜り，議事運営にご協力いただきまして心から感謝申し上げま

す。 

 以上をもって，平成２９年第５回常陸太田市議会定例会を閉会いたします。 

午前１１時０２分閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 



 １２９ 

地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 
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